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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 下 顎 骨 の レ ン ト ゲ ン 撮 影 画 像 を 基 に 骨 密 度 を 評 価 す る 骨 密 度 評 価 装 置 で あ っ て 、
　 上 記 レ ン ト ゲ ン 撮 影 画 像 は 上 記 下 顎 骨 と 並 ん で 配 置 さ れ た 標 本 体 の 画 像 を 含 み 、
　 上 記 標 本 体 の 画 像 の 濃 淡 度 を 検 出 す る 検 出 手 段 と 、
　 上 記 検 出 手 段 に よ る 検 出 結 果 が 基 準 値 と 一 致 す る よ う に 上 記 レ ン ト ゲ ン 撮 影 画 像 の 濃 淡
度 を 補 正 す る 補 正 手 段 と 、
　 上 記 補 正 手 段 に よ っ て 補 正 さ れ た 補 正 後 濃 淡 度 に 基 づ い て 上 記 骨 密 度 を 評 価 す る 評 価 手
段 と

　

　
を 特 徴 と す る 、 骨 密 度 評 価 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 上 記 検 出 手 段 は 上 記 標 本 体 の 画 像 の 特 定 部 分 の 濃 淡 度 を 検 出 す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 骨
密 度 評 価 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 上 記 標 本 体 の 画 像 の 濃 淡 度 は 該 画 像 の 場 所 に よ っ て 異 な り 、
　 上 記 検 出 手 段 は 上 記 標 本 体 の 画 像 の 濃 淡 度 の 平 均 お よ び 偏 差 の 一 方 ま た は 両 方 を 検 出 す
る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 骨 密 度 評 価 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 上 記 基 準 値 を 任 意 に 設 定 す る 設 定 手 段 を さ ら に 備 え る 、 請 求 項 １ な い し ３ の い ず れ か に
記 載 の 骨 密 度 評 価 装 置 。

、
を 具 備 し 、

上 記 評 価 手 段 は 上 記 レ ン ト ゲ ン 撮 影 画 像 の う ち 特 定 領 域 の 上 記 補 正 後 濃 淡 度 に 基 づ い て
評 価 を 行 い 、

上 記 特 定 領 域 は 第 １ 小 臼 歯 の 周 囲 の 歯 槽 骨 部 分 に 対 応 す る 領 域 を 含 む こ と 、



【 請 求 項 ５ 】
　 上 記 基 準 値 は 特 定 の 上 記 レ ン ト ゲ ン 撮 影 画 像 に つ い て の 上 記 検 出 手 段 に よ る 検 出 結 果 に
基 づ い て 設 定 さ れ た 、 請 求 項 １ な い し ３ の い ず れ か に 記 載 の 骨 密 度 評 価 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 上 記 評 価 手 段 は 上 記 補 正 後 濃 淡 度 を ヒ ス ト グ ラ ム で 表 示 す る 表 示 手 段 を 含 む 、 請 求 項 １
な い し ５ の い ず れ か に 記 載 の 骨 密 度 評 価 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 上 記 評 価 手 段 は 上 記 補 正 後 濃 淡 度 に 基 づ い て 上 記 骨 密 度 の 程 度 を 判 定 す る 判 定 手 段 を 含
む 、 請 求 項 １ な い し ６ の い ず れ か に 記 載 の 骨 密 度 評 価 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 上 記 評 価 手 段 に よ る 複 数 の 上 記 レ ン ト ゲ ン 撮 影 画 像 の そ れ ぞ れ に 係 る 複 数 の 評 価 結 果 を
同 時 に 出 力 す る 出 力 手 段 を さ ら に 備 え る 、 請 求 項 １ な い し ７ の い ず れ か に 記 載 の 骨 密 度 評
価 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 下 顎 骨 の レ ン ト ゲ ン 撮 影 画 像 を 基 に 骨 密 度 を 評 価 す る 骨 密 度 評 価 方 法 で あ っ て 、
　 上 記 レ ン ト ゲ ン 撮 影 画 像 は 上 記 下 顎 骨 と 並 ん で 配 置 さ れ た 標 本 体 の 画 像 を 含 み 、
　 上 記 標 本 体 の 画 像 の 濃 淡 度 を 検 出 す る 検 出 過 程 と 、
　 上 記 検 出 過 程 に お け る 検 出 結 果 が 基 準 値 と 一 致 す る よ う に 上 記 レ ン ト ゲ ン 撮 影 画 像 の 濃
淡 度 を 補 正 す る 補 正 過 程 と 、
　 上 記 補 正 過 程 に お い て 補 正 さ れ た 補 正 後 濃 淡 度 に 基 づ い て 上 記 骨 密 度 を 評 価 す る 評 価 過
程 と

　

　
を 特 徴 と す る 、 骨 密 度 評 価 方 法 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ６ 】
　 第 ２ の 発 明 は 、 第 １ の 発 明 に 対 応 す る い わ ゆ る 方 法 発 明 で あ る 。 即 ち 、 下 顎 骨 の レ ン ト
ゲ ン 撮 影 画 像 を 基 に 骨 密 度 を 評 価 す る 骨 密 度 評 価 方 法 で あ っ て 、 当 該 レ ン ト ゲ ン 撮 影 画 像
は 下 顎 骨 と 並 ん で 配 置 さ れ た 標 本 体 の 画 像 を 含 む 。 そ し て 、 標 本 体 の 画 像 の 濃 淡 度 を 検 出
す る 検 出 過 程 と 、 こ の 検 出 過 程 に お け る 検 出 結 果 に 基 づ い て レ ン ト ゲ ン 撮 影 画 像 の 濃 淡 度
を 補 正 す る 補 正 過 程 と 、 こ の 補 正 過 程 に お い て 補 正 さ れ た 補 正 後 濃 淡 度 に 基 づ い て 骨 密 度
を 評 価 す る 評 価 過 程 と 、 を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る も の で あ る 。
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、
を 具 備 し 、

上 記 評 価 過 程 に お い て は 上 記 レ ン ト ゲ ン 撮 影 画 像 の う ち 特 定 領 域 の 上 記 補 正 後 濃 淡 度 に
基 づ い て 評 価 を 行 い 、

上 記 特 定 領 域 は 第 １ 小 臼 歯 の 周 囲 の 歯 槽 骨 部 分 に 対 応 す る 領 域 を 含 む こ と 、

な お 、 評 価 過 程 に お い
て は 、 レ ン ト ゲ ン 撮 影 画 像 の う ち 特 定 領 域 の 補 正 後 濃 淡 度 に 基 づ い て 評 価 を 行 う よ う に し
、 当 該 特 定 領 域 は 、 第 １ 小 臼 歯 の 周 囲 の 歯 槽 骨 部 分 に 対 応 す る 領 域 を 含 む も の と す る 。
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